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　ミネベアグループでは、リスクが顕在化した場合、その
対応によっては企業経営の根幹に影響を及ぼす恐れが
あるとして、危機管理は極めて重要な施策であると考え
ています。危機管理体制や、事前の予防対策、緊急事態
発生時の対応などについて定めた「ミネベアグループ危
機管理基本規程」を制定し、想定されるさまざまなリスク
に備えています。

　ミネベアグループでは、社長執行役員を危機管理の最
高責任者とし、「危機管理委員会」にて危機管理におけ
る重要な意思決定を行っています。予防的な取り組みと
して、事前に具体的なリスクを想定、分類し、継続的に監
視しています。万が一危機事案が発生した場合には、事
態の緊急度からレベルを1～3に分類し、危機管理委員
会での協議を経て、緊急対策本部や現地対策本部の設
置を行い、事態への迅速かつ的確な対応を行います。ま
た、危機管理事案の内容により、当該事案の担当部署と
して主管部が任命され、当該事案についての危機予防対
策の立案や実施を行う体制を整えています。
　2011年度は、タイで発生した洪水に対応し、緊急対策
本部（目黒）を立ち上げました。現地対策本部と綿密に情
報共有を図り、お客様からのお問い合わせなどに対応しま
した（タイで発生した洪水での取り組みはP.5参照）。

●情報セキュリティ体制
　ミネベアグループでは、情報資産を守ることは信頼関
係を築く上での責務と考え、「ミネベア及びミネベアグ
ループ情報の保護（情報セキュリティ）に関する基本方
針」を定め、その徹底に努めています。
　また、常務執行役員を長とする「情報セキュリティ委員
会」を設け、各国ごとの推進体制として「情報セキュリテ
ィタスクフォース」を編成しています。

●情報セキュリティ教育
　ミネベアグループでは、従業員の情報セキュリティへ

の意識向上を目的に、情報セキュリティ教育を実施して
います。年1回の情報セキュリティに関する説明会の実
施、新入社員や中途採用社員に対する入社時の教育のほ
か、情報セキュリティタスクフォースによる個別指導を実
施しています。2012年3月から7月にかけて、情報セキュ
リティに関する説明会を実施し、派遣社員、協力会社従業
員を含む10,326名の従業員が参加しました。
　今後も教育を通じて、情報セキュリティに関する禁止事
項の確認や、セキュリティ事故につながりやすい注意点な
どを共有し、従業員の意識向上に役立てていきます。

●個人情報保護の取り組み
　ミネベアグループで保有する個人情報については、
「個人情報保護方針」にのっとり適切に管理するほか、そ
の利用目的を明確にし、利用目的の範囲内での取り扱い
を徹底しています。

　ミネベアグループでは、大規模災害、インフルエンザ、
テロなどの緊急事態発生時に、従業員やその家族の安全
を確保するとともに、世界トップシェアの製品を持つ部品
メーカーとして、事業への影響を最小限に食い止め、お
客様への供給責任を果たすため、「ミネベアグループ危
機管理基本規程」を制定し対応を図っています。具体的
には、緊急マニュアルの整備、工場の耐震補強、食料の備
蓄、安否確認システムの導入などを実施しています。

●BCP策定講座開催
　ミネベアグループでは、BCP策定講座を軽井沢工場、
浜松工場で2011年度から2012年度にかけて開催しまし
た。軽井沢工場では延べ180名、浜松工場でも延べ180
名が受講し、BCPの基礎的な内容を理解したほか、自分
たちでBCPを策定することに取り組みました。

●全社的なBCP策定に向けて
　ミネベアグループでは、リスク管理体制を強化し、
2011年度、2012年度に実施したBCP策定講座で得られ
た従業員の意見やアイデアをBCPに盛り込み、2012年
度には全社的なBCPの策定、運用を開始、社内に定着さ
せていくことを目標に取り組みを進めています。

　ミネベアグループは、コンプライアンスの実践がCSR
推進において欠くことのできない要素であるという認識
のもと、コンプライアンスを法令遵守のみならず、企業
市民として企業倫理に則した活動ととらえ、企業経営に
おける重要なファクターであると考えています。そのた
め、当社グループの役員、従業員が適切な行動を選択す
る際の規範となる「ミネベアグループ行動規範」「ミネベ
アグループ役員・従業員行動指針」を定め、公正かつ適
正で、透明度の高い経営に努めています。
　当社グループでは、社長執行役員をコンプライアンスの
最高責任者とし、直属の組織であるコンプライアンス委員
会にて、行動規範の運用、行動規範に対する重大な違反事
例発生時の緊急対策の意思決定を行っています。また、コ
ンプライアンス委員会の事務局を財務・コンプライアンス
推進部門コンプライアンス推進室が担当し、コンプライア
ンスの社内浸透のための教育、研修の実施や、その他の
コンプライアンス推進のための諸施策を実施しています。

　ミネベアグループでは、従業員のコンプライアンスへ
の理解を深めるため、階層別研修時のコンプライアンス
教育を実施しています。2011年度は、新入社員研修と新
任係長職研修、新任課長職研修にて実施し、224名が受
講しました。また、2011年度は従業員のコンプライアン
ス意識強化を目的に、DVDによる研修を実施し、2,641
名の従業員が受講しました。
　このほか、昨今相次ぐ企業不祥事の多発により、コン
プライアンス経営の強化が一層求められていることか
ら、役員向けのコンプライアンス研修を実施し、社長以
下執行役員33名が社外弁護士を講師に招いた講義を受
講しました。

基本的な考え方と推進体制

コンプライアンス教育

　また、金融商品取引法で規定されるインサイダー取引
規制を分かりやすく解説したイーラーニング研修を実施
し、967名の従業員が受講しました。

　ミネベアグループでは、「ミネベアグループ行動規範」
に違反する行為や、法令違反行為などを未然に防ぐた
め、従業員一人ひとりが自らの行動や意思決定が本行動
規範に違反するかどうか迷った場合、または本行動規範
に違反する疑いのある行為を発見した場合に利用でき
る相談窓口を社内と社外にそれぞれ設置しています。

　ミネベアグループは、輸出入において物流部門を中心
に関税法をはじめとする各種法令を遵守するための手
順書、マニュアルを作成し、管理体制を整備しています。
2007年度より、優れた貨物管理、コンプライアンス管理
などが実施されている事業者として、東京税関より「特
例輸入者」と「特定輸出者」の認証を受けています。

　従業員一人ひとりがコンプライアンスの意識を持っ
て、事業活動に取り組む企業風土を定着させるために、
従業員の意識と知識の充実をより一層深めていく必要
があると考えています。今後は海外を含めたグループ全
体でのコンプライアンス推進体制の強化、効果的・効率
的なコンプライアンス教育活動の実施に取り組んでいき
ます。
　また、独占禁止法などに関する研修を今後も継続的に
実施し、違反事件の未然防止に努めていきます。

内部通報制度

輸出入管理の取り組み

今後のコンプライアンス推進について

基本的な考え方

危機管理体制

情報セキュリティ

BCPの取り組み

新入社員研修の様子

「ミネベアグループ行動規範」および「ミネベアグループ役員・従
業員行動指針」の詳細は、ミネベアグループホームページ
（http://www.minebea.co.jp/company/aboutus/Condu
ct/declaration/index.html）をご参照ください。
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